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Résumé

Purpose: For public libraries to effectively collaborate with related organizations and further promote 
the resolution of issues faced by local communities and residents, it is effective to analyze how related 
organizations implement their policies. This study focuses on the support for entrepreneurship by 
the Tokyo Metropolitan Government (TMG), and investigates its policies, programs, and projects to 
identify the challenges involved in achieving policy objectives. Further, I discuss how public libraries 
can collaborate and complement the implementation of policies in related organizations.
Method: The policy analysis was conducted through a summary content analysis of TMG’s compre-
hensive plan. In the analysis of programs, I organized the system through publications of the Bureau 
of Industrial and Labor Affairs, and conducted a summary content analysis of TOKYO Startup Sta-
tion’s programs using the publications and website. For the projects analysis, I conducted participant 
observation of seminars.
Result: I identified policy issues in (1) “step-by-step support for realizing entrepreneurship,” (2) “iden-
tifying and disseminating information on entrepreneurial leaders,” and (3) “building an entrepreneurial 
environment through collaboration with related organizations,” and discussed how to collaborate in 

青野正太：駿河台大学メディア情報学部，〒357‒8555 埼玉県飯能市阿須 698
Shota AONO: Faculty of Media and Information Resources, Surugadai University, 698 Azu, Hanno, 
Saitama, 357‒8555, Japan
e-mail: aono.shota@surugadai.ac.jp　 http://orcid.org/0000-0001-5778-3139
受付日： 2023 年 3 月 10 日　改訂稿受付日： 2023 年 6 月 16 日　受理日： 2023 年 8 月 26 日
発行日： 2023 年 12 月 30 日
DOI: 10.46895/lis.90.25

   

原著論文



―           ―26

公共図書館との連携促進に向けた関係機関の政策実施の分析

(1) “support for obtaining information by librarian,” (2) “promotion of the appeal of entrepreneurship 
through libraries,” and (3) “implementation of library services that connect related organizations with 
residents.” This study’s approach could be useful for other municipalities and services in examining 
how public libraries can contribute to policy implementation.
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I.　はじめに

A.　研究の背景
文部科学省内に設置された「これからの図書

館の在り方検討協力者会議」は，2006 年 3 月に
『これからの図書館像』を提言した。本提言にお
いては，図書館サービスに求められる新たな視点
として，“地域や住民の課題解決を支援する機能
の充実” を掲げ，“地域や住民の課題解決に役立
つ機関であることをアピール” する必要性を述べ
ている 1）。こうしたサービスは，日本では「課題
解決支援サービス」と呼ばれ，豊田高広は “知識
と人々をつなぐことにより地域課題の解決に貢献
する，自治体政策の一環として組み立てられた図
書館サービス” と定義している 2）。課題解決支援
サービスは地域の行政機関・団体と連携して取り
組むことが多くみられる。本研究では地域の行政
機関・団体の中でも，まず連携先として挙がると
考えられる「国や地方自治体の関係部局，その外

郭団体」を「関係機関」と呼ぶこととする。
『これからの図書館像』においては，“課題解決
支援を効果的に実施するには，地域の関係機関や
団体との連携・協力が不可欠である” ことも言及
している 1）。その理由として，関係機関は住民や
地域の課題に関する分野の政策実施を担う団体で
あり，関係機関の政策実施により，住民や地域の
課題を直接的に解決できる可能性があることが挙
げられる。公共図書館の課題解決支援サービスと
関係機関の政策実施とを結びつけるため，連携と
いう方法がとられていると考えられる。公共図書
館から効果的な連携策の検討，提案を行い，地域
や住民の課題解決を一層促進するためには，関係
機関がどのように政策を実施しているか分析する
ことが有効であると考えられる。そこで本研究で
は，関係機関の政策実施を分析対象とする。Ray 
C. Rist によれば，政策研究における政策周期は
政策形成，政策実施，政策説明責任の 3つの局面
により構成され，そのうち政策実施は “政策形成
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段階で確定された政策とその目標が，プログラ
ム，手続き，規制へと変換される” ことである。
本研究の対象は，政策研究の中でもこの政策実施
に相当する 3）。
関係機関による政策実施の中でも，本研究で

は起業を取り上げる。岡田悟は深尾京司 4），グ
ローバル・アントレプレナーシップ・モニター
（GEM）調査 5）などの先行文献・調査に基づき，
“起業活動が盛んな国では，新規雇用が生まれや
すく，企業・産業の新陳代謝が活発になり，イノ
ベーションの創出や生産性の上昇が生じやすい。
その結果，起業活動が低調な国と比べて経済成長
率が高くなることが推測される” とした上で，日
本の起業活動が先進国の中でも低水準であると
指摘している 6）。よって，日本において課題とさ
れている地域があると考えられ，取り上げる意義
があると判断する。なお，本文中では固有名詞や
引用を除き，新しく事業を興すことを原則として
「起業」と表記する。
本研究の分析対象地域は東京都とする。東京都

においては，産業労働局商工部が起業支援を所管
し，施策を立案している 7）。さらに，東京都の監
理団体（2018 年 1 月当時）8）である東京都中小企
業振興公社が実際の支援事業を行っている。2002
年当時産業労働局の部長職であった乾敏一によれ
ば，東京都は開業率よりも廃業率のほうが高い状
況にあることから「東京構想 2000」という中期
計画において開業率を上げることを目標に定めて
いる 9）。さらに，2017 年 1 月には起業支援を行
う施設である「TOKYO創業ステーション」（以
下，創業ステーションとする）を設立した 10）。
日本経済新聞の報道によれば，東京都知事であっ
た小池百合子は 2017 年度の看板政策として「国
際金融・経済都市の実現」を掲げ，“起業支援に
は 36 億円を充てる。「15 年度の東京都の開業率
は 5.6％。英国や米国の 10％超まで引き上げた
い」。小池知事は 1月 26 日，丸の内に新設した
「TOKYO創業ステーション」の開会式で意欲を
示した” と書かれており 11），長い期間自治体と
して起業支援を重視していると考えられ，分析対
象として適切であると判断した 12）。

B.　先行研究
1 項では起業支援の分析に関わりの深い，日本

の関係機関による起業支援に関する研究を取り上
げる。2項では，分析結果を踏まえて検討する公
共図書館における起業支援についての先行研究を
取り上げる。しかし公共図書館における起業支援
に直接的に言及している研究は多いとは言えな
い。内閣府経済財政諮問会議が出した「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針 2003」には，
“「起業」による就業機会の拡大を図るため（中
略）ビジネス支援図書館の整備等により，総合
的な事業化・市場化支援を推進する” と明記され
る 13）など，日本の公共図書館における起業支援
はビジネス支援サービスの文脈で実施されること
が多い。そこで，ビジネス支援サービスにおいて
関係機関に言及している，すなわち連携に関する
記述が見られる研究をあわせて取り上げる。

1.　日本の関係機関による起業支援
起業支援の動向に関するもの，特定の地域に対

してアンケート調査を実施したもの，起業支援の
事例について検討したものが挙げられる。動向に
関するものとして，金恵成のものがある。金は日
本の起業とその支援策について動向をまとめ，そ
の特性，課題を明らかにしている。日本の起業支
援は雇用創出や産業再生を企図して行われてお
り，1999 年の中小企業基本法改正以降，起業家
の人材と技術が不足しているという考えのもと，
起業家の育成，教育といったソフト面での支援を
重点的に行うようになったとしている。さらに日
本の起業はサービス業やソーシャルビジネスが目
立つことから，内需拡大が重要な課題であるとし
ている。さらに，中堅企業であれば備えているマ
ネジメント力や技術力で対応できる一方，創業期
やベンチャーの企業の場合は，経営に取り組み高
い付加価値を生み出せる起業家が必要であり，そ
の育成が課題であるとしている 14）。
アンケート調査として，東京市町村自治調査会

のものが挙げられる。都内市町村 39 自治体の創
業支援担当課及び，制度を活用する起業希望者に
対してのアンケート調査と，都外を含む関係機関
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にヒアリング調査を実施している。産業政策，社
会政策両方の観点から起業支援を実施していくこ
とで，地域の魅力の向上や街のブランディングに
つながり，起業支援と地域活性化の好循環が生ま
れるとしている 15）。
事例検討として，北島彩子らは多摩信用金庫に

おける創業支援や地域活動を生み出すための支援
を対象として，取組の分析と連携している自治体
へのインタビュー調査を行っている。連携してい
る自治体へのインタビューから，市役所が起業の
窓口を果たし，信用金庫が金融面や専門的なサ
ポート，取引先や地元事業者とのネットワークを
担うことで自治体の創業支援を補完していること
や，信用金庫は広域連携や市外のつながりの提供
という観点で多摩地域の創業プラットフォームと
して期待されていることを明らかにしている 16）。
奥田浩二は，取手市・龍ヶ崎市における起業支

援の取組を調査している。当該 2市の事例を踏ま
え，「小さな起業」17）を活性化させるためのポイ
ントとして，取手市であれば「起業家タウンの実
現」のように “目指すべき姿” を明確にした上で
起業を地域政策に位置づけること，支援の仕組み
づくりが重要であるとしている。さらに仕組み
づくりのためには “関連する取組みをつなげるこ
と” や，起業者と事業家，住民が刺激を与え合う
場を作ること，地域で起業と経済の循環を実現す
ることが重要であるとしている 18）。
藤森保明は，関係機関によるベンチャー企業の

支援事業として，中小企業基盤整備機構と，東京
都中小企業振興公社（以下，公社とする）の取組
を取り上げ，それぞれのホームページ（以下，
HPとする）を元に制度を整理している 19）。
これらの先行研究では，関係機関の取組内容の

紹介や，取組そのものの分析に留まっており，政
策目的と実際の取組との関係を分析した研究は見
られない。奥田の文献では，目指すべき姿を明確
にする必要性は言及されているものの，「起業家
タウンの実現」という取手市の目標への言及のみ
で，その政策と事業との関係についての分析は十
分とはいえない。また，北島らや奥田の文献によ
り連携の必要性は示されているものの，図書館と

の連携について取り上げた文献は見られない。

2.　公共図書館における起業支援
滑川貴之は，ある自治体の図書館で実施してい

る，中小企業診断士と連携した起業相談会につい
て，相談記録の分析，参加者への質問紙調査及び
聞き取り調査を実施した。図書館による資料提供
とレファレンス機能，および中小企業診断士が行
うアドバイスとアイディアの提示により，相談者
の起業の着想が事業として形成されるまでの流れ
を，事業イメージ形成モデルとして提示してい
る 20）。
竹内利明は，情報を運用してビジネスを支援す

る司書を養成することで，公共図書館が起業を喚
起し中小企業を支援することができ，地域経済発
展に貢献できるとともに，市民に新たな価値を提
供できるとした。さらに既存の経済施策の活用が
重要であり，国，都道府県，中小企業総合事業団，
各支援機関などと連携して取り組むべきとしてい
る 21）。
乾敏一は，起業には情報が必要であり，データ

やノウハウなどによる情報面からの支援や情報格
差の是正，起業への機運醸成といった点から図書
館が有効であると述べている。さらに産業労働局
では 2002 年 6 月から開業率向上に向けた取組と
して東京商工会議所内に「TOKYO SPRing」と
いう図書館を設置したことを述べている 9）。
国外の文献でも，主に米国において事例紹介や

公共図書館を対象とした調査や事例研究が見ら
れ，連携について言及されているものもある。
Christina Pryor はミズーリ州のセントルイス郡
図書館で始められた起業者や中小企業を支援する
取組である “Mind Your Business” という連続セ
ミナーについて取り上げている。資金調達や法律
など，ビジネストピックに関する内容を扱うにあ
たり，図書館員の力だけでは実施は難しいと考
え，ミズーリ大学エクステンションやミズーリ州
中小企業技術・開発センターといったセントルイ
ス地域の関係機関と連携を築いたとしている。連
携により，起業者や中小企業経営者のための情報
源をより広く紹介できるようになったことを述べ
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ている 22）。
起業者側の図書館活用についてうかがえるもの

として，『カレントアウェアネス-E』に 3度にわ
たり掲載された「起業における図書館活用」があ
る。公共図書館を活用した起業事例について，起
業者が自らの体験と，図書館の活用について記し
ている 23‒25）。広島市立中央図書館を活用して起
業した中村明は，図書館におけるセミナーの受講
が関係機関の利用，ひいては起業につながったこ
とを示している 24）。
公共図書館のビジネス支援サービスに関する研

究において連携に関する記述が見られるものとし
て，田村俊作らのものがある。田村らは，ビジ
ネス支援サービスを実施する公共図書館の利用
者，図書館員，関係機関に対する半構造化インタ
ビュー調査，海外の図書館や，モデルとなる図書
館の訪問調査などを実施した 26, 27）。これらの研
究を踏まえ，田村は公共図書館におけるビジネ
ス支援サービスの特性は，国や自治体の “政策課
題に沿ってサービスの展開を図る” ことであると
している。また，関係機関との連携によってそれ
が補強され，図書館サービスが行政施策の一環
として位置づけられ，より効果的に実施する体
制がつくられると述べている 28）。あわせて田村
らは，専門家・関係機関と協力してサービスを設
計する方法として，商工会議所や産業振興分野の
自治体関係者，有識者からなる委員会を図書館が
組織し，サービス運営上に必要な専門知識を得て
いたことを挙げ，情報共有や情報交換を密に行っ
ていくことで日々の連携が可能であったとしてい
る 29）。
池谷のぞみは田村らの研究を踏まえ，ビジネ

ス支援サービスについて “「知識と人々をつなぐ」
という公共図書館の中核的な目的を果たす上で
の” 新しい方法であるとした上で，“図書館が長
年培ってきた方法に変化を加え，組み合わせた”
ことでサービスが生まれているとしている。さら
に，図書館員はビジネス支援サービスを設計する
中で “潜在的なステークホルダー” を探し出し，
連携しようとすることに言及している。ステーク
ホルダーは，公共図書館と “パートナーシップの

ような関係に発展することもある” 一方で，“公
共図書館と連携することの意義をすぐには見いだ
せない” こともあると述べている。図書館は相手
組織のメンバーに，地域の経済やビジネスの活性
化に貢献する図書館の潜在能力や図書館員の意図
を伝える必要があること，また図書館員も相手組
織がもつ潜在能力を把握し，連携の仕方を考える
必要があるとしている 30）。
あわせて池谷は公共図書館が利用者，専門機

関に与える価値を 3点ずつ挙げている。利用者
に対しては，（1）“しきいの低さと安心感” がある
場所，（2）適切な情報を見つけ出す “課題解決の
ための能力” があり，有用な情報源を集めている
“共有の情報源”，（3）地域に根ざした情報や人脈
が得られる場，である。専門機関に対しては，（1）
“すべての市民に開かれている” 場所，（2）入門書
から専門的な情報源まで所有し，住民が利用でき
るようになっている “共有の情報源”，（3）情報が
必要な時に網羅的な情報探索を行ってくれる “課
題解決のための能力” がある，である 31）。
これらの先行研究では，公共図書館と関係機関

の連携により行われている事業の内容，また起業
支援において連携することの意義といった部分が
明らかになっている。しかし，“政策課題に沿っ
てサービスの展開を図る” ことによってどのよう
に自治体政策に公共図書館が寄与できるのかにつ
いて，具体的に検討した研究は見られない。

C.　研究の目的
先行研究の検討により明らかになった課題とし

て，関係機関による起業支援の研究においては政
策目的と実際の取組との関係を分析した研究が見
られない点が挙げられる。より効果的な起業支援
を検討するためには，政策目的を踏まえて施策・
事業を分析する必要がある。さらに，図書館は起
業に必要な情報を提供するとともに，住民と関係
機関とをつなぐ場として，金 14）が述べたような
起業家教育に寄与できる可能性があるにも関わら
ず，見過ごされている状況にある。一方で，図書
館による起業支援やビジネス支援に関する研究に
おいては，自治体政策，すなわち関係機関による
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起業支援に対して公共図書館がどのように寄与で
きるのかを具体的に検討した論文がない点が挙げ
られる。
そこで本研究では，東京都における関係機関の

起業支援を取り上げ，その政策・施策・事業を調
査し，政策目的を達成するにあたっての政策実施
上の課題を明らかにすることを目的とする。さら
に，公共図書館が連携することでどのように課題
を補完し，関係機関の政策実施に寄与することが
できるのかについて考察を行う。
自治体は，地域の課題に対応した政策を立案し

ている。西尾勝によれば，政策を具体化するにあ
たっては “対応の基本方針を表明した抽象度の高
い政策（policy）を行政サービスの生産・供給の
仕組みを設計した施策（program）に分解し，こ
の施策をさらに個別の行政サービスの内容を確定
した事業（project）にまで具体化する” という流
れがある 32）。政策を分析することで，起業支援
を通じて目指すところ，つまり政策目的を明らか
にすることができる。さらに，施策や事業を分析
することで政策実施の内容を明らかにすることが
できる。
さらに，起業支援の実施についてより具体的に

分析し，実証的に課題を導くために，重要と捉え
られる事業について参与観察を行う。佐藤郁哉に
よれば，参与観察とはフィールドワークの一手法
であり，“調査者自身が現実の社会生活に参加し
ながら，その調査現場における人々の言動や生活
について観察すること” である 33）。本研究では，
関係機関が実施するセミナーに受講者として参加
する。田村らはビジネス支援において，関係機関
と連携したセミナーは最も包括的に支援を行うこ
とができていたと述べている 34）。中村のように，
図書館におけるセミナーの受講が関係機関の利用
につながった事例もあり 24），関係機関と公共図
書館とをつなげる可能性があり重要と考えられる
ことから，観察対象とする。筆者が受講者として
セミナーに参加し，政策目的を達成するにあたっ
てどのようにセミナーが行われ，起業にあたって
必要な知識，スキルを得られる仕組みになってい
るか，政策実施にあたっての課題がないかを調査

した。
最後に，政策目的を達成するための施策・事業

としての課題，すなわち東京都の起業支援におけ
る政策実施上の課題を導き，図書館が連携するこ
とで，どのように課題を効果的に解決しうるのか
を具体的に検討，提案する。本研究での分析対象
はあくまで自治体の起業支援における政策実施で
あり，図書館に対しての調査は行わないため，連
携先として想定される公共図書館の既存の強みや
資源を生かした方法を検討する。分析対象地域は
東京都であり，その監理団体を政策実施分析の対
象とすることから，東京都内に所在し，連携対象
になる可能性が高いと考えられる東京都立中央図
書館や都内市区町村立図書館を具体的な公共図書
館として想定する。こうした検討により，公共図
書館が実施する起業支援に資するサービスが，関
係機関の政策実施をより効果的なものにできるこ
とを実証的に示せると考えられる。
本研究の調査時期は 2017 年 5 月～2018 年 1 月

である。調査結果は 2018 年 1 月時点の状況に基
づくものであり，論文の掲載時とは異なっている
部分がある。

II.　分析方法

本研究の対象となる東京都では，東京都が政
策・施策を立案し，公社が実際の支援事業に取り
組んでいる。すなわち，政策立案主体は東京都，
政策実施主体は公社という構造になっている。そ
こで，次のように政策・施策・事業の分析を行
う。政策においては，東京都の総合計画を対象と
した質的内容分析を実施した。施策においては，
産業労働局の刊行物の質的内容分析によって施策
の体系を整理した上で，公社の刊行物・HPを対
象とした質的内容分析を実施した。事業において
はセミナーを対象とした参与観察による分析を実
施した。
この分析により，東京都の起業支援における政

策・施策・事業を明らかにした上で，政策目的を
達成するにあたっての政策実施上の課題を導き出
した。東京都や公社の発行する総合計画や刊行物
の収集にあたっては，都立中央図書館の資料を活
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用した。分析対象と対応する調査内容を図示した
のが第 1図である。本研究において，「政策実施」
は伊藤修一郎による “政策目的の達成に向けて，
政策に定められた手段を行使して社会に働きかけ
る活動” 35）を指すことばとする。

A.　計画を用いた政策の分析
大杉覚によれば，自治体は行政運営にあたり，

活動上の枠組みや指針を提示する計画を定めてお
り，“自治体の行政部門全般にわたる政策等を包
括的・統合的・横断的に捉える計画” であり，自
治体にとって基幹的な計画として位置づけられる
総合計画，“特定の行政部門が策定・所管・運用
する特定の政策等の分野に関する計画” である個
別計画に分けられるとしている 36）。自治体は地
域の課題を解決する政策を立案し公示するため
に，計画を策定し，公開しているといえる。そこ
で基幹的な計画である総合計画を対象として，東
京都の起業支援における政策を分析した。
2018 年 1 月現在，東京都は 2014 年 12 月に策

定した『東京都長期ビジョン』（以下，『長期ビ
ジョン』とする）37）と，2016 年 12 月に策定した
『都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020
年に向けた実行プラン～』（以下，『実行プラン』
とする）38）の 2 種類の総合計画に基づいて施策・
事業が行われていたことから，これらの計画を分

析の対象とした。東京都の 2種類の総合計画を参
照し，起業支援に関わることば（起業，創業，開
業）がある部分を見出し単位で抽出し，要約的内
容分析を実施した。Uwe Flick によれば，要約的
内容分析とは質的内容分析の一手法であり，“類
似する発言の削除により資料を削減する手法と，
資料の内容をより高次元の抽象レベルにまとめる
手法との組み合わせ” を行うものである 39）。本
分析により東京都の起業支援における政策課題や
政策目的，紐づく施策を明らかにした。
なお，大杉は総合計画について “メリハリを欠

いた総花的な計画に過ぎない” 点や “政治的な意
思決定を基礎とし，行政活動の優先順位付けに焦
点を当てた経営戦略的な総合調整が欠ける” 点を
指摘している 36）。2018 年 1 月現在，『長期ビジョ
ン』以前の計画である『2020 年の東京』（2011 年
12 月策定）40）に基づき，産業労働局が策定した
産業振興に関する 10 年間の個別計画として『東
京都産業振興基本戦略（2011-2020）』（2012 年 3
月策定）41）がある。本来であれば起業支援につい
ての計画を分析する際には，産業振興に関する個
別計画も対象とすべきであるが，創業ステーショ
ンの設立をはじめとして，調査時点の産業労働局
の主要な施策は『長期ビジョン』37）と『実行プラ
ン』38）に基づき実施されていたため，2種類の総
合計画を分析対象とする。

第 1図　関係機関の政策実施分析イメージ
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B.　刊行物及びホームページを用いた施策の分
析

刊行物・HPの分析により，産業労働局が掲げ
る起業支援に関する施策を整理した上で，支援事
業に取り組む公社が行っている事業が施策上のど
こに位置づけられるかを整理した。公社の創業支
援課は創業ステーションに置かれ 42），起業支援
事業は創業ステーションにおいて実施されている
ため，創業ステーションが行うものを分析対象と
した。
産業労働局が示す施策は，平成 29 年度の『産

業労働局事業概要』を用いて分析した 43）。『産業
労働局事業概要』の目次を参照し，起業支援の施
策についての記述があると思われる「I総説 第 2
平成 29 年度の施策の概要」［p. 4‒11］，「III 中小
企業対策 第 3創業支援」［p. 56‒60］について要
約的内容分析を実施した。そして，A節の分析
で明らかになった政策と関わりが深く，かつ創業
ステーションの取組と結びついている施策を整理
し，政策に基づいてどのような施策が実施されて
いるのかを明らかにした。
創業ステーションが行っている事業は，公社が

発行する平成 29 年度の『事業報告書・決算書』
（以下，『公社事業報告書』とする）を用いて分
析した 44）。『公社事業報告書』の目次を参照し，
起業支援の事業について記述があると思われる
「III 実施事業 3 創業支援事業」［p. 23‒31］につ
いて要約的内容分析を実施した。さらに，創業ス
テーションHPのサービスメニューについて記述
がある箇所も対象とし，要約的内容分析を実施し
た 45）。創業ステーションは事業を実施する団体
であり，サービスメニューや個別の事業レベルで
の記載が主であったため，どのように政策と関連
づけて施策にまとめられるかを筆者が整理した。
さらに，前述したとおり当時の都知事であった

小池百合子が開業率を高める施策の一つとして掲
げている 11）創業ステーションについては，他の
紐づく施策との関係を分析するために，報道発表
資料を参照した 10）。報道発表資料には「東京都
創業NET」というWeb サイト 46）について言及
されており，創業ステーションとも関わりが深い

と考えられたため，当該Web サイトについても
参照し，要約的内容分析を実施した。
さらに，刊行物・HPのみでは分析が難しい部

分を補完するため，創業ステーションの訪問，創
業ステーションの起業支援事業を担当する事務職
員A（以下，事務職員A）へのインタビュー調
査を 2017 年 12 月 22 日に，公社が運営するイン
キュベーション施設の訪問，施設入居企業の経営
相談を担当する中小企業診断士B（以下，SMEC 
B）へのインタビュー調査を 2017 年 7 月 6 日に
それぞれ行い，当該施設はどのように運営されて
おり，職員はどのように考えて施策に取り組んで
きたかを分析した。インキュベーション施設は起
業者または起業希望者が一定の期間入居し，入
居者の起業の準備や，起業前後の事業活動を支
援するものであり 47），調査当時よりも過去の総
合計画である『2020 年の東京』（2011 年 12 月策
定）40）『10 年後の東京』（2006 年 12 月策定）48）に
おいて重視されていた起業支援の取組であった。
一方，創業ステーションは『長期ビジョン』37）

『実行プラン』38）に明記されている起業支援の取
組であったため，この 2施設の取組の差異を分析
した。

C.　参与観察を用いたセミナーの分析
起業支援の政策実施における実践をつぶさに調

査し，分析するためセミナーの参与観察を実施し
た。受講者としてセミナーに参加し，行われてい
る支援の内容と効果，政策実施にあたっての課題
について，セミナーの内容と講師の語り，配布さ
れた教材から調査，分析した。観察したセミナー
は，TOKYO起業塾（以下，起業塾）の入門コー
ス及び実践コース，資金調達に関するワンポイン
トセミナー「賢い資金調達 金融機関はここを見
る！」の 3種類である（第 1表）。
観察対象となるセミナーの選定にあたっては，

『公社事業報告書』44）と創業ステーションHP45）

によりセミナーの内容を調査し，より多くの起業
希望者に資すると考えられるセミナーを選定し
た。起業塾は創業ステーションHPにおいて “事
業アイデアをお持ちの方が集まり，起業の初期段
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階や，ビジネスプランを練っていく際に必要な知
識・考え方を学ぶセミナー” であると説明されて
いる 49）。ビジネスプランを実現可能な形にする
という内容は多くの起業希望者に必要であると考
えられ，セミナーの中でも特に調査をする意義が
ある。さらに，入門コース，実践コースと段階が
設けられ，起業希望者にどのようなプロセスで知
識やノウハウを教授しているかを知ることがで
きるため，対象とした。なお本研究では，「ビジ
ネスプラン」は起業にあたっての事業計画を指す
ものとする。ワンポイントセミナー「賢い資金調
達 金融機関はここを見る！」は，『中小企業・小
規模事業者の起業環境及び起業家に関する調査報
告書』によれば起業者が創業期や成長初期に最も
苦労するのは資金調達であり 50），多くの起業希
望者にとって課題になると考えられることから，
対象とした。

III.　分析結果

A.　政策の分析
『長期ビジョン』では，「基本目標 I史上最高の
オリンピック・パラリンピックの実現」として 3
つの，「基本目標 II 課題を解決し，将来にわたる
東京の持続的発展の実現」として 5つの重点政策
がそれぞれ示されている。起業支援に関する記
述は，基本目標 II の「世界をリードするグロー
バル都市の実現」に記載されていた。『実行プラ
ン』では，3つのシティとして「セーフシティ～
もっと安全，もっと安心，もっと元気な首都・東
京～」，「ダイバーシティ～誰もがいきいきと生活
できる，活躍できる都市・東京～」，「スマートシ
ティ～世界に開かれた環境先進都市，国際金融・
経済都市・東京～」の分類に基づき，それぞれ 7

～8の「政策の柱」という重点政策が設けられて
いる。起業支援に関する記述は，スマートシティ
の政策である「国際金融・経済都市」の一環とし
て記載されていた。総合計画に明確に記述があ
り，東京都の重要政策として位置づけられてい
る。
2種類の総合計画では，政策課題を次のように

整理している。東京都では，インキュベーション
施設などの起業を支援する施設を開設して起業者
の活動の場をつくったり，起業希望者を対象とし
てセミナーやビジネスプランコンテストを実施し
たりして，都民の起業への挑戦を後押ししてき
た。しかし，都内における開業率は 5.6%（2015
年度）であり，米国や英国に比して低い状況にあ
る 37）［p. 211］38）［p. 228］。
そこで幅広い層の都民による多様な起業を創出

し，開業率を高めることを政策目的として，次の
3つの政策が実施されていることが明らかになっ
た。
（1） 起業実現のための段階的な支援：起業の実現

を促すため，個々の起業希望者の進捗やニー
ズに応じて，継続的なサポート体制を整備す
ること，若者，女性，高齢者などの幅広い層
が地域に根ざした起業をしやすい環境を整備
することが掲げられている。段階的な支援を
実現する方法として，創業ステーションの活
用が述べられている 37）［p. 216］38）［p. 234］。

（2） リーダーとなる起業者の発掘，発信：優れた
発想と高い志を持った起業家の卵を発掘し，
資金面の支援などを通じて成功事例を創出
し，産業界のリーダーとなるような起業家の
輩出を目指すとともに，成功事例を広く発信
し，起業に挑戦する気運を醸成することが記

第 1表　参与観察を行ったセミナーの概要
セミナー名 テーマ 所要時間 観察日

TOKYO起業塾　入門コース ビジネスモデル構築入門 1日（5時間 30 分） 2017 年 7 月 11 日
TOKYO起業塾　実践コース （1）ターゲティングとマーケティング　

（2）事業に必要な数字の話　
（3）事業計画の発表

3日　
（1日当たり5時間 30分）

2017 年  7 月 22 日，　
8月 12 日，　
8月 26 日

ワンポイントセミナー 賢い資金調達金融機関はここを見る！ 1日（40 分） 2017 年 8 月 10 日
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載されている 37）［p. 216］38）［p. 234］。
（3） 関係機関との連携による起業環境の構築：起

業支援のノウハウを有する民間インキュベー
タや，地域産業に精通した市区町村に対する
支援を通じ，起業環境の形成を一層促進する
ことや，地域の金融機関や創業アドバイザー
と連携して，資金供給と経営面のサポートを
行うことが記載されている 37）［p. 216］38）［p. 
234］。インキュベータは “入居企業に対し
て，インキュベーション・マネジャーが配置
され，専門的アドバイスや，ビジネスプラン
達成に必要な各種専門家のコーディネートを
行う” 施設を指し 51），インキュベーション
施設と同義で用いられていると考えられる。
ただし，計画上図書館は連携の対象とみなさ
れていなかった。

B.　施策の分析
『産業労働局事業概要』では，東京都の起業支
援における課題として，高い地価等の立地条件
や後継者難といった理由から企業が減少傾向に
あり，“新たな都市型産業の創出及び起業を促進
することが重要課題である” と述べている。そ
こで，“意欲にあふれ，優れた発想や技術を持つ
人々の起業や，その後の経営の安定・発展を支
援することで，活発な創業の促進を目指す” とし
ている 43）［p. 5‒6］。さらに，『産業労働局事業概
要』では “起業を予定している人や創業間もな
い企業” を対象とした施策が明示されていた 43）

［p. 56］。II 章 B節で示した方法に基づき整理し
たのが，以下である。

1.　起業支援の場の提供
創業ステーションの報道発表資料によれば，東

京の低い開業率は重要課題であるとしたうえで，
“東京駅徒歩 5分の好立地” に，起業に関心のあ
る者なら誰でも利用することができる起業支援の
場として創業ステーションを設置することが示さ
れている 10）。『産業労働局事業概要』によれば，
創業ステーションは起業希望者を対象に，“情報
提供から事業化支援までをワンストップで” 支援

する場として，明治安田生命ビル（千代田区丸の
内）の 1階・2階に設置されている。“1 階では，
主に初期創業準備者を掘り起こすための取組とし
て，創業コンシェルジュによる創業希望者からの
簡単な相談対応や，様々な分野・種類のイベント
などを実施する。2階では，創業準備者に対する
支援として，（公財）東京都中小企業振興公社が
主体となって，TOKYO起業塾をはじめとした
セミナーのほか，プランコンサルタントによる事
業化支援などを実施する” と示されている 43）［p. 
60］。
実際に訪問したところ，1階は Startup Hub 

Tokyo と呼ばれ，無料で持ち込んだパソコンで
の作業や起業希望者同士の情報交換に利用できる
施設であった。さらに，起業に有用な約 1,000 冊
の図書・雑誌を閲覧することができる。この図
書・雑誌のコーナーにはビジネスに関する理論
や事例を扱う図書やビジネス雑誌といったものが
置かれていたが，他の施策・事業からの誘導は見
られなかった。2階は創業ワンストップサポート
フロアと呼ばれ，少人数向けのセミナーや相談事
業など，実際に起業するのに必要な知識・スキル
を学べるようにする取組を行っている。創業ワン
ストップサポートフロアについては来場者数の情
報がなかったが，東京都財務局がとりまとめた
『主要施策の成果』によれば 2017 年度の Startup 
Hub Tokyo の来場者数は 42,045 人であった 52）。
こうした立地にこのような形態の施設を設置し

た意図について事務職員Aにインタビューした
ところ，東京駅や明治安田生命ビルの利用者の目
に留まりやすい 1階に Startup Hub Tokyo を設
置することで起業への意識づけを行い，2階の創
業ワンストップサポートフロアでビジネスプラン
作成の支援を受け起業する，という流れを当該施
設で実現しようとしているとの回答を得た。創業
ステーションの施設や事業を通して「起業実現の
ための段階的な支援」の政策の実現を図るととも
に，東京駅至近に立地する施設の強みを生かして
「リーダーとなる起業者の発掘，発信」の政策を
実現する施策であると考えられる。
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2.　起業プロセスの可視化
創業ステーションHPのサービス紹介ページに

よれば，創業ステーションにおいては起業に興味
を持つ段階から，開業してビジネスプランを実
行するまでの段階を次の 5ステップに分けてい
る。（1）「創業とは何かを知る」，（2）「創業へのは
じめの一歩を踏み出す」，（3）「自分のビジネスの
お客様について考える」，（4）「ビジネスプランを
まとめる」，（5）「ビジネスプランを実行する」53）。
創業ステーションのパンフレットによれば，後

述するビジネスプランの相談にあたり，必要な項
目をスタンプラリーのようにまとめた「創業羅針
盤」という行程表を作成している。この工程表
は（1）「創業プレ診断」，（2）「マーケティング」，（3）
「ビジネスプラン作成」，（4）「開業手続き・事業
化」から成る。（1）～（3）の項目がすべて埋まると
「策定支援修了証」が発行される 54）。ビジネスプ
ラン作成や起業のプロセスを可視化することで，
「起業実現のための段階的な支援」の政策を実現
する施策であると考えられる。

3.　人的支援による起業家教育
『公社事業報告書』によれば，起業希望者に生
じる課題の解決を図るため，セミナーや相談と
いった人的支援を通じて創業に関する知識習得か
ら事業プランの作成，事業化までをワンストップ
で支援し，起業家教育に取り組んでいる。セミ
ナーは（1）前述した「起業塾」，（2）資金調達，経
営戦略，起業に関わる法律といった起業に関する
重要なテーマについて，短時間で必要な知識・
ノウハウを習得するための「ワンポイントセミ
ナー」，（3）女性を対象（女性のみ参加が可能）と
し，自分の趣味や特技を生かした起業などにおけ
るビジネスプランづくりの方法を学べるセミナー
に分けられている。（3）については『公社事業報
告書』ではまとめて表現するための名称がなかっ
たが，本研究では参加対象者に基づき「女性向け
セミナー」と呼称する。
相談については，（1）中小企業診断士やベン

チャー企業の支援実績のある者がビジネスプラン
についての相談を受け付ける「プランコンサル

ティング」，（2）司法書士，社会保険労務士，税理
士が開業手続に関する相談を受け付ける「専門相
談」，（3）金融機関や信用保証協会の職員が資金調
達や融資について相談を受け付ける「融資相談」
の 3種類に分けて受け付けている。2017 年度の
件数は（1）プランコンサルティングが「延べ 3,752
件」，（2）専門相談が司法書士 75 件，社会保険労
務士 68 件，税理士 110 件，（3）融資相談が 541 件
であった 44）［p. 23‒26］。これらの支援をどのよ
うに受講者に活用してもらうことを想定している
のか，事務職員Aにインタビューしたところ，
起業希望者には入門コース，実践コースを受講し
てもらい，その後，前述のプランコンサルティン
グを活用してビジネスプランをまとめてもらう，
という利用の流れを想定してメニューを組んでい
るとの回答を得た。
専門家による人的支援を通じて個々の起業希望

者の起業における課題を解決する取組であり，
「起業実現のための段階的な支援」を実現する施
策であると考えられる。また多様な機関と連携す
ることで様々な専門家を招いてのセミナーや相談
が行われている点から，「関係機関との連携によ
る起業環境構築」を実現する施策でもあると考え
られる。

4.　HPを用いた情報の集約・発信
創業ステーションの報道発表資料によれば，産

業労働局は 2016 年 12 月に「東京都創業NET」
というポータルサイトを開設した 10）。実際に当該 
Web サイトを参照すると，“「東京都創業NET」
は東京都で創業・起業する方々を応援する情報プ
ラットフォームです” と明示され，東京都や国，
都内市区町村，商工会議所，政府系金融機関と
いった団体別，相談，セミナー，資金調達といっ
た事業別に起業に関する支援メニューをまとめて
調べられるようにしている 46）。ただし，支援機
関の中に公共図書館に関する記述は調査時点では
見当たらない。
さらに「東京都創業NET インタビュー」では

起業家に対し，起業に至った経緯や事業内容，直
面した課題をどう解決したか，今後の抱負といっ
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た内容のインタビューを掲載している 55）。家事
代行サービスをオンラインで提供する女性起業者
など，注目産業や社会課題の解決に資するような
ビジネスで起業した，ロールモデルになるような
起業者を選定している。
起業を支援する団体が個別に提供しており，本

来であれば別々に調べなければならない情報を集
約し，まとめて探せるようにしている。「関係機
関の連携体制構築」を実現する施策であると考え
られる。さらに成功事例の発信により「リーダー
となる起業者の発掘，発信」を実現する施策でも
あると考えられる。

5.　助成による資金面の支援
『公社事業報告書』によれば，起業希望者の目
標となるような成功事例を広く発信し，雇用の拡
大を促進することを目的として「創業助成事業」
を実施している。起業予定者や起業間もない事業
者（起業後 5年未満）を対象に必要な経費の 3分
の 2，かつ 300 万円を限度額として経費を助成す
る取組である。2017 年度は 863 件の申請のうち
115 件が採択となった。
さらに，起業環境の整備を図ることを目的とし

て「インキュベーション施設整備・運営費補助事
業」を実施している。定められた基準を満たす民
間企業や市区町村が設置するインキュベーション
施設の運営に係る事業計画を都が認定するととも
に，必要な経費の 3分の 2，かつ整備・改修費の
場合 5000 万円，運営費の場合 2000 万円を限度額
として経費を助成する取組を実施している。2017
年度は 24 件の申請のうち 11 件が採択となっ
た 44）［p. 30‒31］。認定された施設は「東京都創
業NET」で公開される 46）。
成功事例となるような起業者を資金面で支援す

る「リーダーとなる起業家の発掘，発信」を達成
するための施策であるとともに，民間企業や市区
町村が運営するインキュベーション施設の設置を
支援し，多くの起業支援施設を設けようとしてい
る点で「関係機関との連携による起業環境の構
築」を達成するための施策でもあると考えられ
る。

6.　インキュベーション施設の運営
『公社事業報告書』によれば，タイム 24（江
東区青海），ソーシャルインキュベーションオ
フィス・SUMIDA（墨田区本所），ベンチャー
KANDA（千代田区内神田），白鬚西R&Dセン
ター（荒川区南千住），インキュベーションオフィ
ス・TAMA（昭島市）の 5施設のインキュベー
ション施設を運営している 44）［p. 27‒30］。
A節で述べたように，東京都は調査当時の政

策以前から，起業を支援する施設としてインキュ
ベーション施設を整備してきた。実際に総合計画
『10 年後の東京』48），『2020 年の東京』40）におい
て，開業率の向上を目的としてインキュベーショ
ン施設の整備を掲げ，起業支援の中心的な取組と
位置づけてきた。しかし，『公社事業報告書』に
よれば，それぞれ入居企業数はタイム 24 に 3 社
（インキュベータオフィス 0社（室数 27），スモー
ルオフィス 3社（室数 38）），ソーシャルイン
キュベーションオフィス・SUMIDAに 6社（室
数 20），ベンチャーKANDAに 10 社（室数 25）
と，多いとはいえない状況にあった。さらに，タ
イム 24，ソーシャルインキュベーションオフィ
ス・SUMIDA，ベンチャーKANDAの 3か所の
インキュベーション施設はすべて 2017 年 3 月
をもって新規の入居募集を終了していた 44）［p. 
27‒29］。
訪問調査を行ったところ，施設には中小企業診

断士が所属し，起業希望者の入居審査や入居後の
経営相談を担当していた。なぜ入居企業が少なく
なってしまったのか，また，なぜ新規の入居募
集を終了してしまったのか，SMEC B にインタ
ビューしたところ，入居審査において提出される
ビジネスプランの多くは条件を満たせるものでな
く，申込みがあっても入居を許可できないケース
が多くあったとの回答があった。インキュベー
ション施設による支援を受けるためには施設に入
居する必要があるため，入居を許可できなければ
起業の促進につながらないと考えられる。こうし
た過去の施策で見られた課題への対応として，起
業希望者の課題になるビジネスプランを対象とし
たセミナーや相談といった支援が行われていると
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考えられる。
インキュベーション施設に関する施策は，前項

で述べたような助成による民間インキュベーショ
ン施設の設立支援に加え，研究開発を必要とする
ようなビジネスを掘り起こしたり，多摩地域の活
性化につながったりするインキュベーション施設
の運営に取り組んでいる。『公社事業報告書』に
よれば，研究開発や試作用作業場の提供を目的と
した企業支援施設である白鬚西R&Dセンターと，
多摩地域の起業支援施設であるインキュベーショ
ンオフィス・TAMAを運営している。それぞれ
入居企業数は白鬚西R&Dセンターに 11 社（室
数 14），インキュベーションオフィス・TAMA
に 5社（室数 6）であった 44）［p. 27‒29］。「リー
ダーとなる起業家の発掘，発信」を達成するため
の施策であると考えられる。

C.　セミナーの分析
1.　起業塾入門コース
起業塾入門コースは，新しいビジネスのアイ

ディアを起業に結び付けるためにビジネスモデル
に関する理論やビジネスのターゲットを設定する
ための方法を学ぶセミナーであった。担当する講
師Cは総合商社やベンチャーキャピタルにおい
て 20 年以上にわたり，新規事業の立ち上げとベ
ンチャー投資活動を行ってきたとともに，起業に
関する海外の図書の翻訳に携わっており，理論・
実務双方の観点で起業に精通すると考えられる者
であった。
創業ステーション 1階の Startup Hub Tokyo

を会場とし，筆者が参加した回は 50 名の参加を
受け入れていた。基本的な講座を，ハードルの
低い 1階で実施していたと考えられる。『公社事
業報告書』によれば，2017 年度は年 4回開催さ
れている 44）［p. 26］。セミナー冒頭では，創業ス
テーションの職員から施設で実施するサービスに
ついて説明があり，起業希望者に継続的な活用を
促していた。
受講者は，講師Cよりリーンスタートアッ

プ 56）をはじめとするビジネスモデル構築につい
ての理論の講義を受けたのち，各々のアイディア

を理論の枠組みに当てはめるワークを行った。
ワークを通じて，自分のアイディアをビジネスモ
デルとして確立させるにあたり不足していた部分
を明らかにすることができると考えられる。さら
に，ターゲット設定に必要な理論として，商品が
消費者に受け容れられる過程をモデル化した理
論の講義を受け，2人ペアになり，相手が最近購
入・利用した製品やサービスについて，購入・利
用した理由を推測して当てるというワークを実施
した。製品・サービスの購入の動機を学ぶこと
で，自らが取り組む事業の独自性や強みを考える
機会となったと考えられる。理論を体系的に解説
するのみでなく，受講者が取り組んでいるビジネ
スや卑近な例に落とし込んだ形で演習を加えつつ
理論を解説するという方法により，受講者が理論
に基づいた独自のビジネスを設計するのに資する
ものとなっていたと考えられる。後述する起業塾
実践コースとの連続性から，「起業実現のための
段階的な支援」を実現するセミナーであると考え
られる。

2.　起業塾実践コース
起業塾実践コースは起業塾入門コースレベルの

内容を理解している起業希望者を対象に，ビジネ
スプランを作成するためのターゲットの設定や資
金計画について学ぶためのセミナーである。3日
間のセミナーで，「ターゲティングとマーケティ
ング」，「事業に必要な数字の話」，「事業計画の発
表」で構成され，講師D・Eの 2名が担当した。
受講に際し，セミナーで学んだ内容を踏まえて自
らのビジネスプランを考え，まとめる課題が毎回
課された。
講師Dは起業や経営に関するセミナー事業を

担当する企業に勤めるコンサルタントであった。
マーケティングに関する図書や雑誌記事の執筆や
講演，研修実績を豊富に有し，マーケティングに
ついて専門的な知識・ノウハウを持っていると考
えられる。講師Eは創業ステーションのプラン
コンサルティングの女性相談員であり，起業に関
する個別相談実績は 1,500 名を超える，起業支援
実績の豊富な講師である。さらに，講師自身が子
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育てしながらの起業を経験しており，女性起業家
のモデルとなるような存在であると考えられる。
講師Dが 1日目，講師Eが 2日目，講師D・E
の 2名で 3日目を担当するという構成だった。創
業ステーション 2階の創業ワンストップサポート
フロアを会場とし，筆者が参加した回は約 20 名
の参加を受け入れていた。『公社事業報告書』に
よれば，2017 年度は年 8回開催されている 44）［p. 
26］。起業においては仲間づくりが重要である
と，セミナーの際に繰り返し講師D・Eは述べて
おり，演習に自己紹介の時間をとるとともに，受
講者同士で名刺交換や交流をするように勧めてい
た。実際に休憩時間には個々の受講者が名刺交換
をしながら，各々の現在の勤務している企業や取
り組んでいる事業，起業を目指すにあたって抱え
ている課題の情報交換が行われていた。
1日目「ターゲティングとマーケティング」に

おいては，受講者は起業家としての心構えや考え
方，経営における理念と戦略，戦術についての講
義を受けたのち，グループを組んでいる他の受講
者と自分が起業したいビジネスの理念と戦略・戦
術をお互いに話し合った。次にマーケティングに
ついての講義を受けたのち，グループを組んで
いる他の受講者と，起業したいビジネスをマー
ケティングの 4P57）の枠組みに基づき説明し合っ
た。最後にプレゼンテーションのノウハウについ
ての講義を受けたのち，金融機関に自分の商品，
サービスを説明することを想定したワークがあっ
た。自分の起業したいビジネスを説明する起業希
望者役，そのビジネスについて質問，意見を述べ
る金融機関役，様子を観察してコメントをする第
三者役に分かれ，起業したいビジネスの内容を説
明し合った。
講師Dは著名な国内外のビジネスの事例を多

く紹介するとともに，講師自身がコンサルタント
やセミナー講師としての独自性をどのようにつく
りあげてきたかを話していた。受講者が自らの
マーケティングや経営戦略を構築するノウハウを
学ぶだけでなく，ユニークなビジネスをどのよう
に構築していくかについてや，成功する起業家に
求められる資質や考え方についても理解させるよ

うな内容であったと考えられる。
1日目の事後課題として，製品またはサービス

の説明に加え，製品・サービスのターゲットや購
入・利用方法，他の商品と比べての優位性を記載
したビジネスプランの提出を求められた。第 1日
目の内容は，起業塾入門コースの後半部分で扱わ
れたターゲット設定をより深く掘り下げたもので
あり，連続性を意識した内容であると考えられ
る。
2日目「事業に必要な数字の話」においては，

受講者は売上・利益計画，目標売上の立て方につ
いての講義を受けたのち，自分のビジネスプラン
を計画のテンプレートに当てはめて計算するワー
クに取り組んだ。さらに，起業に必要な資金計画
の立て方についての講義を受けたのち，同様に計
画のテンプレートを用いて計算に取り組んだ。金
融機関から融資を受けるにあたり重要なファク
ターとなる売上・利益計画や資金計画について，
実際に自分の開業計画を元に作成する演習が設け
られ，受講者たちは実際に手を動かしながら資金
計画を考えることができたと考えられる。
筆者が受講した際は，これらの内容に入る前

に，ターゲティングとマーケティングや，商品・
サービスの差別化に関するおさらいの講義が行わ
れた。これは，受講者の 1日目の事後課題におい
て「ターゲットの絞り込みが不十分」，「商品や
サービスの優位性・強みが不明確」，「ターゲット
とマーケティング計画がかみ合っていない」と
いった問題があり，講師Eが復習の必要がある
と考えたためである。
最後に，事業化の参考情報として，起業に必要

な調査についての講義があった。新規の起業にお
いては前年度実績がなく，市場動向や消費動向を
把握した上で資金計画を作る必要があるため動向
の調査が重要であり，金融機関の審査を受ける際
にも重視される旨，講師Eから説明があった。
既存データを入手して活用することも有効である
と説明されたが，方法については言及されなかっ
た。加えて，出版社や発行者の名称も挙げられた
ものの，個別の情報源の名前や内容についての言
及はなく，調査会社の報告書など，個人が購入に
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より入手するのは難しいと考えられる発行者の情
報源が複数挙げられていた。
2日目の事後課題として，1日目の課題で求め

られた事項に加え，売上・利益計画，資金計画，
自分がこの事業を成功させられる理由，を書いて
提出する課題が課された。1日目の課題において
講師Eから指摘があった部分を修正しつつ，講
義で扱った資金計画を新規に作成するものであっ
た。
3日目「事業計画の発表」では，各受講者のビ

ジネスプランの発表の前に，講師Eからプレゼ
ンテーションに関する講義が行われた。講師E
はよいプレゼンテーションを行うためのポイント
や，伝わりやすいプレゼンテーション資料の作り
方，聞き手の心を動かす話し方について解説する
とともに，実際に講師自身のプレゼンテーション
を見せた。受講者がどのように発表すればよいか
をイメージさせるものであったと考えられる。
その後，受講者は他の受講者全員と講師D・E

の前でビジネスプランを発表した。講師D・Eは
受講者の発表内容や方法における問題点を指摘し
ていた。発表においては，資金計画に対する説明
がなかったり，現実的でない数字が提示されてい
たりするケースが見られ，資金計画が不充分であ
ると講師D・Eが多く指摘していた。金融機関か
ら融資を受けるための発表を想定した場合，金融
機関から信頼されるための無理のない資金計画が
必要不可欠であると考えられる。実際にビジネス
として立ち上げる際に融資を受けたり，顧客に商
品を販売したりするのに必要になる，自分のビジ
ネスを相手に分かりやすくプレゼンテーションす
る方法を学ぶことができる内容であったと考えら
れる。
3日間のセミナーにより，起業におけるアイ

ディアを実際にビジネスプランにまとめるのに必
要な知識・スキルが得られるものとなっていたと
考えられる。起業塾入門コースや後述する融資に
関するワンポイントセミナーとの連続性から，
「起業実現のための段階的な支援」を実現するた
めのセミナーであることに加え，講師Eという
女性起業家のロールモデルを受講者に見せること

で成功事例を発信することにもなり，「リーダー
となる起業者の発掘，発信」にもつながるセミ
ナーであると考えられる。

3.　融資に関するワンポイントセミナー
融資に関するワンポイントセミナーである「賢

い資金調達 金融機関はここを見る！」は，融資
制度と，融資を受けるにあたり押さえるべきポイ
ントを 40 分という短時間で学ぶことができるセ
ミナーである。セミナー自体は講義のみで，希望
する受講者は講義後に，講師に対して融資の個
別相談を申し込むことができた。会場は創業ス
テーション 2階創業ワンストップサポートフロ
アを会場とし，筆者が参加した回は 15 名の参加
を受け入れていた。講師Fは，起業への融資を
行う政府系金融機関である株式会社日本政策金融
公庫（以下，公庫とする）に所属する，融資経験
の豊富な職員であった。『公社事業報告書』によ
れば，2017 年度は年 8回開催されていた 44）［p. 
24‒26］。
審査のポイント，ビジネスプランにおける資金

計画の立て方，公庫の融資事業の 3点について，
テーマに関連が深い部分である審査のポイントを
中心に講義が行われた。資金計画の立て方に関す
る講義において，予測を立てるのに役立つ資料と
して，公庫HPで公開されている「小企業の経営
指標調査」58）についての簡単な紹介を受けた。講
師Fは，自身の融資担当者としての経験を踏ま
えて，融資担当者は起業希望者との面談や起業場
所の訪問でどういうことをチェックしているか，
具体的に解説していた。受講者は，融資を受ける
際のポイントに加え，金融機関が考える経営者の
能力・資質は何なのか，能力・資質をどこで判断
するかを学ぶことができたと考えられる。
実際に融資を受けるための知識・スキルを学ぶ

という点で，起業塾実践コースで学んだ資金計画
についての各論的なセミナーであったと考えられ
る。実際に金融機関から資金を調達するためにど
のようにすればよいか，金融機関職員による講義
と相談により理解できるセミナーであったと考
えられる。起業塾実践コースとの連続性の観点
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で「起業実現のための段階的な支援」を実現する
ためのセミナーであったことに加え，講師Fと
いう金融機関職員とのつながりをつくる仕組みと
なっている点から，「関係機関との連携による起
業環境の構築」にもつながるセミナーであると考
えられる。

IV.　考察

A.　創業ステーションの政策実施における課題
前章までの分析により，幅広い層の都民による

多様な起業を創出し，開業率を高めることを政策
目的として，「起業実現のための段階的な支援」，
「リーダーとなる起業者の発掘，発信」，「関係機
関との連携による起業環境の構築」の 3つの政策
が掲げられ，関係する施策・事業が実施されてい
たことが明らかになった。本節では，東京都の起
業支援における政策目的と 3つの政策を踏まえ，
創業ステーションの政策実施の課題を述べる。

1.　「起業実現のための段階的な支援」の課題
当該政策に関わりのある施策・事業は「起業支

援の場の提供」，「起業プロセスの可視化」，「人
的支援による起業家教育」，セミナーの実施であ
る。創業ステーションという場を活用して，起業
塾やプランコンサルティングなど人的支援による
起業家教育に取り組み，複数のセミナーや相談を
利用することでビジネスプランを作成するのに必
要な知識・スキルを段階的に習得できる仕組みを
構築していることが明らかになった。ビジネスプ
ランは起業の実現において重要なファクターであ
るとともに，SMEC B へのインタビューで示さ
れたように，起業希望者はビジネスプランに課題
があることが多かった点から，特に支援の対象に
なっていると考えられる。
一方，起業に必要な情報入手の支援の必要性が

課題として挙げられる。具体的には，次の 2点の
課題を指摘できる。第一に，資金計画の作成に必
要な情報入手である。起業塾実践コースにおいて
は，講師Eから資金計画の作成にあたり，市場
動向などの情報を調査することが重要である旨説
明があったにもかかわらず，本研究で分析，観察

した範囲では資金計画に必要な情報について，ワ
ンポイントセミナーで挙げられた「小企業の経営
指標調査」58）を除き，具体的な情報源の名前やそ
の入手方法についての言及はなく，個人が購入に
より入手するのは難しいと思われる発行者の情報
源が挙げられていた。ビジネスプランや資金計画
に有用な情報の入手支援が必要である。
第二に，起業に関する知識・スキルを学ぶため

の情報入手である。段階的な支援はセミナーをは
じめとする人的支援により行われているものの，
起業塾実践コースの 2日目に行われた事後課題の
フィードバックにおいてマーケティング部分が不
十分である旨講師Eから指摘があった点や，3日
目の事業計画の発表においても資金計画が不充分
であると講師D・Eが多く指摘していた点から，
セミナーの受講だけでは十分に知識・スキルを身
につけるまでに至っていないことがうかがえた。
起業希望者が自ら学ぶための仕組みが必要であ
る。

2.　「リーダーとなる起業者の発掘，発信」の課題
当該政策に関わりのある施策・事業は「起業

支援の場の提供」，「HPを用いた情報の集約・発
信」，「助成による資金面の支援」，「インキュベー
ション施設の運営」，セミナーの実施である。創
業ステーションという場を人々の目に留まる東
京駅至近のビルの 1・2階に設置するとともに，
「東京都創業NET」46）を活用して起業者のインタ
ビューにより起業の魅力を発信するなどして，起
業に関心を持ってもらえるような事業を展開して
いること，セミナーにおいて女性起業家のロール
モデルと考えられる講師Eが登壇するなど，人
的支援においてもリーダーとなるような優れた起
業者の発信に取り組んでいることが明らかになっ
た。創業ステーションが位置する東京丸の内での
発信は，会社員をはじめとするビジネスパーソン
へのアピールに有効であり，ビジネスパーソンが
自らの業務経験を生かして行うような起業の促進
につながると考えられる。さらに，実際に起業に
取り組む層の中で優れたビジネスプランを有する
者については，資金面の支援やインキュベーショ



―           ―41

Library and Information Science　No. 90　2023

ン施設への入居により一層充実した支援を行うと
いう仕組みを構築している。
一方，幅広い起業につながる都民への発信の必

要性が課題として挙げられる。政策目的で掲げら
れていた「幅広い層の都民による多様な起業を創
出し，開業率を高めること」を達成するために
は，丸の内エリアに通うビジネスパーソンやイン
キュベーション施設に入居するような起業家だけ
でなく，「女性向けセミナー」で挙げられていた
ような，趣味や特技を生かした起業などを促せる
ような仕組みが必要ではないだろうか。そのため
には起業に関心があるが創業ステーションに足を
運ぶにはハードルがあるような層や，起業という
選択肢を意識していないような者を含む，多くの
都民に起業という選択肢を考えてもらえるような
情報発信が必要である。

3.　「関係機関との連携による起業環境の構築」
の課題
当該政策に関わりのある施策・事業は「人的

支援による起業家教育」，「HPを用いた情報の集
約・発信」，「助成による資金面の支援」，セミナー
の実施である。司法書士や税理士，金融機関職員
といった多様な専門家との関係を構築してセミ
ナーや相談といった人的支援に取り組み，様々な
専門家のノウハウを生かして起業における幅広い
課題を解決できるようにしていることが明らかに
なった。さらに，民間企業や市区町村が設置する
インキュベーション施設を都が認定・助成し設置
を促進するとともに，様々な主体が運営する起業
支援施設や支援事業についてHPを用いて発信す
ることで，都内に所在する多様な施設を生かして
起業を支援する環境が生み出されていることが明
らかになった。東京都や公社を主体とするものに
限らない支援事業を生み出し，発信することで，
様々な都民が起業支援を受けられる環境を構築し
ていると考えられる。
一方，地域の関係機関や専門家につなぐ仕組み

の必要性が課題として挙げられる。政策目的で掲
げられていた「幅広い層の都民による多様な起業
を創出し，開業率を高めること」を達成するた

めには，奥田が述べた「小さな起業」17, 18）のよう
に，地域に根ざしたビジネスに取り組む起業を促
進することが必要となる。そのためには多様な専
門家を創業ステーションに招いたり，関係機関を
HPで案内したりするだけではなく，各地の都民
を各地域に所在する関係機関につなぐような仕組
みが必要である。

B.　創業ステーションの政策実施における連携
の検討

前節で挙げた政策実施上の課題を踏まえ，都内
公共図書館の持つ既存の資源や強みを生かして，
より効果的に政策を実施し，政策目的を達成でき
るような連携の方法を検討する。本章の主旨をま
とめると，第 2表のようになる。

1.　図書館員による情報入手の支援
都立中央図書館においては「企業・業界情報リ

スト」というブックリストを作成，配布している。
当該リストには東京商工リサーチや帝国データバ
ンク，富士経済といった調査会社が発行した個別
の情報源が挙がっており 59），起業に有用な情報
を所蔵していることがうかがえる。青野正太ら
は，Eメールで都立中央図書館に寄せられたビジ
ネス情報に関するレファレンス事例を取り上げ，
造園工事業の経営に関する情報として経営指標，
市場規模，都道府県の事業者の実態などについて
問い合わせを受け，所蔵している専門書や契約し
ているオンラインデータベースを提供したことを
述べている 60）。起業に有用な情報を有し，レファ
レンスサービスによりビジネスに有用な情報源を
利用者に適切に案内することができる図書館員が
いる公共図書館が，市場動向をはじめとした，起
業における情報の入手に役立つ可能性がある。
そこで，起業塾実践コースやワンポイントセミ

ナーなどのセミナー事業に，都立中央図書館の職
員を講師とする情報の探し方に関する内容を取り
入れるとともに，相談事業を利用する起業希望者
を対象としてビジネスプランの作成に必要な情報
を提供するレファレンスサービスを実施すること
が考えられる。起業希望者は，図書館員の人的支



―           ―42

公共図書館との連携促進に向けた関係機関の政策実施の分析

援により，起業における課題の解決に必要な情報
を入手することができる。さらに，創業ステーショ
ンStartup Hub Tokyoの図書・雑誌を活用し，講
師と相談した上で図書館員がビジネスモデル，
マーケティング，資金計画など，セミナーの内容
と合わせたテーマで資料展示を実施したり，リス
トを作成しセミナー中に配布したりすることが考
えられる。起業希望者は図書・雑誌を活用し自ら
セミナーや相談といった人的支援で得られた知識
を深めたり，関連する知識を習得したりできるよ
うになる。起業希望者を情報の観点で支援するこ
とで，「起業実現のための段階的な支援」をより
効果的に実施することができると考えられる。

2.　図書館を通じた起業の魅力発信
『東京都立図書館事業概要 平成 29 年度版』に
よれば，都立中央図書館は年間 277,228 人が入館
している（2016 年度実績）61）。東京 23 区の区立
図書館まで範囲を広げると，『東京都公立図書館
調査 平成 29 年度』によれば，区立図書館は年間
42,373,403 人が来館しており（来館者数を取得し
ていない港区・世田谷区・江戸川区除く区部の図

書館来館者数の合計，2016 年度実績）62），多くの
都民が公共図書館を利用しているといえる。これ
らの利用者の中には起業を意識していない，ある
いは意識しているものの創業ステーションのよう
な施設に訪れるにはハードルを感じている者が含
まれていると見込まれる。こうした利用者に訴求
する場として，公共図書館の存在が効果を発揮す
る可能性がある。
そこで，都立中央図書館や都内区立図書館にお

いて，東京都の起業支援を利用して起業した者
や，講師Eのように起業者のロールモデルとな
るような者が登壇する講演会を実施し，起業者の
存在や起業の魅力を発信することが考えられる。
さらに，起業塾入門コースや女性向けセミナーの
入門者を対象とするものなど，起業の基本的な内
容を扱うセミナーを，図書館を会場として開催す
ることが考えられる。図書館という開かれた場を
生かして起業の魅力を伝えることで，創業ステー
ションやインキュベーション施設を利用する層と
異なる都民に起業の魅力を伝えることができると
ともに，創業ステーションなど他の施策・事業の
利用を促すことにもなると考えられる。“起業に

第 2表　東京都の起業支援の課題と連携の検討
政策目的 政策 施策・事業 政策実施の課題 連携方法の検討

・ 幅広い都民に
よる多様な起
業の創出　

・ 開業率の向上

起業実現の 
ための 
段階的な 
支援

・起業支援の場の提供　
・起業プロセスの可視化　
・人的支援による起業家教育　
・セミナーの実施

情報入手の支援の必要性　
・ 資金計画に有用な情報
入手　

・ 起業に関する知識・ス
キルを学ぶための情報
入手

図書館員による情報入手の支援　
・ 図書館員による情報の探し方に関す
るセミナーを実施　
・ 相談事業を利用する起業希望者を対
象にレファレンスサービスを実施　
・ 図書館員がセミナーに関連する展示
の実施，資料リストの作成　

⇒ 起業希望者を情報の観点で支援する

リーダー 
となる 
起業者の 
発掘， 
発信

・起業支援の場の提供　
・ HPを用いた情報の集約・発信　
・助成による資金面の支援　
・ インキュベーション施設の
運営　

・セミナーの実施

幅広い起業につながる都
民への発信の必要性

図書館を通じた起業の魅力発信　
・ 図書館で起業の魅力を伝えるための
講演会を実施　
・ 起業塾入門コース・女性向けの入門
者対象のセミナーを図書館で開催　

⇒起業に興味を持つ都民を増やす

関係機関 
との連携 
による 
起業環境の 
構築

・人的支援による起業家教育　
・ HPを用いた情報の集約・発信　
・助成による資金面の支援　
・セミナーの実施

地域の関係機関や専門家
につなぐ仕組みの必要性

関係機関と都民をつなぐ図書館サービ
スの実施　
・ 市区町村立図書館が近隣の関係機関
を案内（資料展示やパスファイン
ダーの作成，レファレンスサービス）　
・ 都立中央図書館が市区町村立図書館
に声掛け・実施の支援を行う　

⇒ 起業希望者と地域の関係機関との結
びつきが生まれる
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挑戦する気運を醸成する”，すなわち起業をした
いと考える都民を増やすことにつながり，「リー
ダーとなる起業者の発掘，発信」をより効果的に
実施することができると考えられる。

3.　関係機関と都民をつなぐ図書館サービスの実施
『東京都公立図書館調査 平成 29 年度』によれ
ば，都内市区町村の「図書館（設置）条例に記載
された図書館」，すなわち都内市区町村立図書館は
385 館となっており（2017 年 4 月 1 日時点）62），
都内には多くの市区町村立図書館があるといえ
る。さらに，全国公共図書館協議会の発行する
『公立図書館における課題解決支援サービスに関
する報告書』によれば，東京都に所在する市区町
村立図書館のビジネスに関する情報の提供率は
70.2% であり（2014 年 4 月時点）63），ビジネス支
援サービスは多くの都内市区町村立図書館で取り
組まれているといえる。公共図書館ではビジネス
支援サービスを行うにあたり，近隣の関係機関が
発行するチラシやパンフレットを収集して利用者
に提供するとともに，レファレンスサービスやレ
フェラルサービスにより，利用者の課題に対応す
る地域の関係機関や専門家を案内している。都内
に多く所在し，地域の資源に精通した図書館員が
サービスを担う市区町村立図書館は関係機関と都
民をつなぐ存在となる可能性がある。
そこで，地域の産業や起業に関する関係機関に

通じている市区町村立図書館が，資料の展示やパ
スファインダーの作成，レファレンスサービスな
どの図書館サービスにおいて近隣に所在する起業
支援に取り組む関係機関を案内することが考えら
れる。こうしたサービスは市区町村立図書館のビ
ジネス支援サービスで既に行っていることも考え
られるが，都道府県立図書館である都立中央図書
館が市区町村立図書館に対して声掛けをしたり実
施に向けた支援を行ったりすることで，より幅広
く，適切に実施することができると考えられる。
市区町村立図書館のサービスを通じて起業希望者
と地域の関係機関との結びつきが生まれ，起業希
望者が必要な支援を受ける仕組みができると考え
られる。東京都全域で地域に応じた起業支援を行

うことにつながり，「関係機関との連携による起
業環境の構築」をより促進することができると考
えられる。

V.　おわりに

本研究では，公共図書館のビジネス支援サービ
スにおいて連携する相手である関係機関につい
て，東京都を事例に政策実施の分析を行った。東
京都の政策目的における施策・事業の課題を明ら
かにした上で，都内公共図書館が連携することで
どのように起業支援の政策実施をより効果的なも
のにできるのかについて具体的に検討した。
このアプローチは，関係機関の政策実施を補完

し発展させ，地域や住民の課題解決を一層促すの
に有効であると考えられる。本研究は東京都の起
業支援を事例としたもので，他の事例にすぐに適
用できるものとはいえないが，関係機関の政策実
施に公共図書館がどのように寄与できるかを検討
する一方策として，他の自治体やサービスにおい
ても役立つ可能性がある。
今回は連携先である関係機関の分析に重点を置

いたため，公共図書館に対する調査を十分に行う
ことができなかった。本研究において得られた知
見を踏まえ，今後は公共図書館におけるビジネス
支援サービスの実践について，地域の課題や政策
との関連を踏まえて分析していきたい。
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要 旨

【目的】公共図書館が関係機関と効果的に連携し，地域や住民の課題解決を一層促進するためには，
関係機関がどのように政策を実施しているか分析することが有効であると考えられる。本研究では東
京都の起業支援における政策実施を取り上げ，その政策・施策・事業を分析し，政策目的を達成する
にあたっての課題を明らかにすることを目的とする。そして，公共図書館が連携することで，どのよ
うに課題を補完し，関係機関の政策実施に寄与できるのかを考察する。
【方法】政策の分析では東京都の総合計画を対象とした要約的内容分析を行った。施策の分析では産
業労働局の刊行物により体系を整理した上で，刊行物・ホームページを対象としたTOKYO創業ス
テーションの施策の要約的内容分析を行った。事業の分析ではセミナーを対象とした参与観察を実施
した。
【結果】政策で掲げられていた（1）「起業実現のための段階的な支援」，（2）「リーダーとなる起業者の発
掘，発信」，（3）「関係機関との連携による起業環境の構築」における課題を指摘した上で，連携方法
として，（1）「図書館員による情報入手の支援」，（2）「図書館を通じた起業の魅力発信」，（3）「関係機関
と都民をつなぐ図書館サービスの実施」の 3点を検討した。本研究でとったアプローチは，政策実施
に公共図書館が寄与する方法を検討する一方策として，他の自治体やサービスにおいても役立つ可能
性がある。


